８　マンションに関する支援制度・参考情報

	（１）川崎市

	
	①川崎市マンション管理適正化推進計画（2023年度～2027年度）
（まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課）
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000150518.html
川崎市においても、今後、マンションの高経年化が予想されることから、市内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、2023（令和5）5年3月に策定されました。
＜基本方針１＞継続的な実態把握の推進
＜基本方針２＞管理の適正化に関する啓発及び知識の普及
＜基本方針３＞適正管理への誘導
＜基本方針４＞管理上の問題がある管理組合に対する支援

	
	②大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額
（市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当）
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000152163.html
管理計画の認定を取得するなど一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税を減額します。
＜参考＞マンション長寿命化促進税制（固定資産税の特例措置）（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html

	
	③マンション管理組合登録・支援制度（まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課）
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000113133.html
・川崎市マンション便り（年２回発行）
川崎市マンション管理組合登録・支援制度に登録した管理組合に対し、マンションの維持管理等に関する情報を提供します。
・マンション管理組合交流会（年２回開催）
マンション管理に対する意識啓発・知識習得・組合間のつながり作り等を促し、市内マンションの管理水準の維持・向上に資することを目的とした交流会を開催しています。
・相談員・講師等の派遣
・マンション段差解消工事等費用助成 
・管理組合の運営、修繕等に関する マンション管理アドバイザー派遣

	
	④川崎市マンション耐震改修等事業助成制度（まちづくり局防災まちづくり推進課）
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017959.html
マンション管理組合が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成します。

	
	⑤川崎市マンション管理計画認定制度（まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課）
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000149085.html
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度で、住宅金融支援機構の「マンション共用部リフォーム融資」における金利優遇や「フラット３５（維持保全型）」の借入金利優遇などのメリットがあります。
＜参考＞マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001760662.pdf

	
	⑥川崎市住まい助成制度等ご案内（まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課）
https://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000120/120881/2025_jyoseiseido_guide.pdf
川崎市における住まいに関する様々な融資・助成制度を紹介しています。

	（２）国土交通省

	
	○マンション管理・再生ポータルサイト（国土交通省）
https://www.mansion-info.mlit.go.jp/management/
マンションの管理・再生に役立つ情報を発信するサイトです。マンション標準管理規約、長期修繕計画作成ガイドライン、修繕積立金ガイドライン、マンション標準管理委託契約書、外部管理者方式ガイドラインなども掲載されています。

	（３）独立行政法人住宅金融支援機構

	

	マンションに関する融資制度
①マンションすまい・る債
https://www.jhf.go.jp/kanri/smile/index.html
大規模修繕に向けた修繕積立金の計画的な積立てをサポートするマンション管理組合のための制度です。
②共用部分リフォーム融資
https://www.jhf.go.jp/kanri/mansionreform_kanri/index.html
マンション管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用を対象とした融資制度です。

	（４）一般社団法人日本マンション管理士会連合会

	
	○マンション管理計画認定制度　相談ダイヤル
https://www.nikkanren.org/service/ninteisodan.html
マンション管理計画認定制度をはじめ、改正マンション管理適正化法に関する幅広い質問・相談について、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答します。

	（５）公益財団法人マンション管理センター

	
	○マンションの管理、維持・修繕に関する相談
https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html
日常の管理組合運営や建物・設備の維持管理等に関して困ったこと、分からないこと等について電話、面談、メール等により相談に対応しています。

	（６）一般社団法人マンション管理業協会

	
	○マンション管理適正評価制度
https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/index.html
マンションの管理状態や管理組合運営の状態を６段階で評価し、インターネットを通じて情報を公開する仕組みです。




